
 議案第２９号 

   墨田区特別保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区特別保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 墨田区特別保育の実施に関する条例（平成１５年墨田区条例第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   墨田区特別保育の利用に関する条例 

 第１条中「実施する」を「行う」に改める。 

 第２条の見出し中「の実施」を削り、同条各号列記以外の部分、第１号及び第２号

を次のように改める。 

  区長は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第１項の規定により

行う保育（以下この条において「通常保育」という。）以外に、特に必要があると

認める児童に対し、墨田区規則（以下「規則」という。）で定める保育所において

次に掲げる特別保育を行う。 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 通常保育を利用している児童（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２０条第３項の規定により認定された保育必要量

（以下この号から第３号までにおいて「認定保育必要量」という。）が１月当た

り平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分である児童に

限る。）について、当該利用に係る保育所において常態として当該認定保育必要

量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 ⑵ 短時間保育延長保育 通常保育を利用している児童（認定保育必要量が１月当

たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分である児童に

限る。）について、当該利用に係る保育所において常態として当該認定保育必要



量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 第２条第６号中「実施する」を「行う」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５

号中「実施する」を「行う」に改め、同号を同条第６号とし、同条第４号中「実施す 

る」を「行う」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中「実施する」を「行う」 

に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 一時延長保育 通常保育を利用している児童について、当該利用に係る保育所

において一時的に１日当たりの当該認定保育必要量の範囲を超えて行う保育をい

う。 

 第３条（見出しを含む。）中「実施の決定」を「利用の承認」に改める。 

 第４条第１項中「延長保育を除く。）の実施を行うことを決定」を「標準時間保育

延長保育及び短時間保育延長保育を除く。）の利用を承認」に、「延長保育の実施」

を「延長保育」に改め、「（別表において「保育児童」という。）」を削り、同条第

２項中「の実施を行うことを決定」を「の利用を承認」に改める。 

 第５条第１項中「別表」を「次に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号」に改め、

同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 別表第１に定める額 

 ⑵ 短時間保育延長保育 別表第２に定める額 

 ⑶ 前２号に掲げる特別保育以外の特別保育 別表第３に定める額 

 第５条第２項を削り、同条第３項中「別表（２一時延長保育の部及び５一時保育の

部」を「別表第３（一時延長保育の項及び一時保育の項」に改め、同項を同条第２項

とする。 

 第６条第１項中「又は第２項」を削り、「に規定する」を「の」に改め、同条第２

項中「前条第３項」を「前条第２項」に、「に規定する」を「の」に改める。 

 第１０条第１項中「に規定する」を「の」に、「基づく」を「よる」に改め、同条

第２項中「前項の」の次に「規定による」を加え、「基づき」を「より」に改める。 

 別表を削り、付則の次に別表として次の３表を加える。 

 

 



別表第１ 標準時間保育延長保育料 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 １，０００円 １，０００円 １，０００円 

Ｄ 階 層 

第 １ 階 層 
１，０００円 １，０００円 １，０００円 

第 ２ 階 層 

第 ３ 階 層 

１，３００円 １，３００円 １，３００円 第 ４ 階 層 

第 ５ 階 層 

第 ６ 階 層 ２，０００円 

１，９００円 １，８００円 第 ７ 階 層 ２，４００円 

第 ８ 階 層 ２，７００円 

第 ９ 階 層 ３，０００円 ２，０００円 ２，０００円 

第１０階層 ３，２００円 ２，３００円 ２，２００円 

第１１階層 ３，４００円 ２，４００円 

２，４００円 

第１２階層 ３，７００円 ２，６００円 

第１３階層 ４，０００円 ２，７００円 

第１４階層 ４，１００円 ２，８００円 

第１５階層 ４，３００円 ３，０００円 

第１６階層 ４，６００円 

３，１００円 ２，５００円 
第１７階層 ４，８００円 

第１８階層 ５，０００円 

第１９階層 ５，１００円 

第２０階層 ５，６００円 

３，２００円 ２，６００円 
第２１階層 ６，３００円 

第２２階層 ６，９００円 

第２３階層 ７，３００円 
 

 備考 

  １ この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢に

よるものとする。 

  ２ この表における階層区分は、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例

（平成２７年墨田区条例第  号）別表第２に規定する階層区分の例による。 



  ３ 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができ

ない場合にあっては、Ｄ階層第２３階層に該当する世帯とみなしてこの表を適

用する。 

  ４ この表における月額は、１日につき１時間を超えない範囲内で標準時間保育

延長保育を利用する場合の額とし、１日につき１時間を超えて標準時間保育延

長保育を利用する場合にあっては、当該月額の額に１日当たりの標準時間保育

延長保育を利用する時間を乗じて得た額を月額とする。 

  ５ この表の規定にかかわらず、世帯の階層区分がＢ階層に該当する規則で定め

る世帯に属する児童に係る特別保育料の額は無料とし、規則で定める児童に係

る特別保育料の額は同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。 

 

 

 



別表第２ 短時間保育延長保育料 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 １００円 １００円 １００円 

Ｃ   階   層 ４００円 ４００円 ４００円 

Ｄ 階 層 

第 １ 階 層 
４００円 ４００円 ４００円 

第 ２ 階 層 

第 ３ 階 層 

５５０円 ５５０円 ５５０円 第 ４ 階 層 

第 ５ 階 層 

第 ６ 階 層 ８５０円 

７５０円 ７５０円 第 ７ 階 層 １，０５０円 

第 ８ 階 層 １，１５０円 

第 ９ 階 層 １，２５０円 ８５０円 ８５０円 

第１０階層 １，３５０円 ９５０円 ９００円 

第１１階層 １，４５０円 １，０００円 

１，０００円 

第１２階層 １，５５０円 １，０５０円 

第１３階層 １，６５０円 １，１００円 

第１４階層 １，７００円 １，１５０円 

第１５階層 １，８００円 １，２００円 

第１６階層 １，９００円 

１，２５０円 １，０５０円 
第１７階層 ２，０００円 

第１８階層 ２，０５０円 

第１９階層 ２，１５０円 

第２０階層 ２，３５０円 

１，３００円 １，１００円 
第２１階層 ２，６００円 

第２２階層 ２，８５０円 

第２３階層 ３，０５０円 
 

 備考 この表の適用については、別表第１備考の規定を準用する。この場合におい 

  て、同表備考４中「１時間」とあるのは「３０分」と、「標準時間保育延長保育」 

  とあるのは「短時間保育延長保育」と読み替えるものとする。 

 

 



別表第３ その他の特別保育料 

 備考 この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢に

よるものとする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの間における標準時間保育延長保育に係る特

別保育料の額は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、同表に掲

げる額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる額にそ

れぞれ読み替えて適用する。 

 ⑴ 平成２７年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ８００円 ８００円 ８００円 

 第 １ 階 層 
８００円 ８００円 ８００円 

 第 ２ 階 層 

 第 ３ 階 層    
     

特別保育の種類 区   分 特別保育料の額 

一時延長保育 
３歳未満児 １時間につき  ６００円 

３歳以上児 １時間につき  ４００円 

休日保育  １日につき ２，５００円 

年末保育  １日につき ２，５００円 

一時保育 

１日の利用時間が５時間
以内の場合 

１日につき ２，０００円 

１日の利用時間が５時間
を超える場合 

１日につき ３，０００円 

緊急一時保育 
３歳未満児 １日につき １，２８０円 

３歳以上児 １日につき   ５２０円 



     

 第 ４ 階 層 １，１００円 １，１００円 １，１００円 

 第 ５ 階 層    

 第 ６ 階 層 １，７００円 

１，５００円 １，５００円  第 ７ 階 層 ２，１００円 

 第 ８ 階 層 ２，３００円 

 第 ９ 階 層 ２，５００円 １，７００円 １，７００円 

 第１０階層 ２，７００円 １，９００円 １，８００円 

 第１１階層 ２，９００円 ２，０００円 

２，０００円 

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，１００円 ２，１００円 

 第１３階層 ３，３００円 ２，２００円 

 第１４階層 ３，４００円 ２，３００円 

 第１５階層 ３，６００円 ２，４００円 

 第１６階層 ３，８００円 

２，５００円 ２，１００円 
 第１７階層 ４，０００円 

 第１８階層 ４，１００円 

 第１９階層 ４，３００円 

 第２０階層 ４，７００円 

２，６００円 ２，２００円 
 第２１階層 ５，２００円 

 第２２階層 ５，７００円 

 第２３階層 ６，１００円 

 ⑵ 平成２８年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ８００円 ８００円 ８００円 

 第 １ 階 層 
８００円 ８００円 ８００円 

 第 ２ 階 層 

 第 ３ 階 層 

１，２００円 １，２００円 １，２００円  第 ４ 階 層 

 第 ５ 階 層 

 第 ６ 階 層 １，８００円   

 第 ７ 階 層 ２，２００円 １，６００円 １，６００円 

     



     

 第 ８ 階 層 ２，４００円   

 第 ９ 階 層 ２，６００円 １，８００円 １，８００円 

 第１０階層 ２，８００円 ２，０００円 １，９００円 

 第１１階層 ３，１００円 ２，２００円  

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，３００円 ２，３００円  

 第１３階層 ３，５００円 ２，４００円 ２，１００円 

 第１４階層 ３，７００円 ２，５００円  

 第１５階層 ３，９００円 ２，６００円  

 第１６階層 ４，１００円 

２，７００円 ２，２００円 
 第１７階層 ４，３００円 

 第１８階層 ４，４００円 

 第１９階層 ４，６００円 

 第２０階層 ５，０００円 

２，８００円 ２，３００円 
 第２１階層 ５，６００円 

 第２２階層 ６，１００円 

 第２３階層 ６，５００円 

 

 ⑶ 平成２９年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ９００円 ９００円 ９００円 

 第 １ 階 層 
９００円 ９００円 ９００円 

 第 ２ 階 層 

 第 ３ 階 層 

１，２００円 １，２００円 １，２００円  第 ４ 階 層 

 第 ５ 階 層 

 第 ６ 階 層 １，９００円 

１，８００円 １，７００円  第 ７ 階 層 ２，３００円 

 第 ８ 階 層 ２，６００円 

 第 ９ 階 層 ２，８００円 １，９００円 １，９００円 

 第１０階層 ３，０００円 ２，１００円 ２，０００円 



 第１１階層 ３，２００円 ２，３００円 

２，３００円 

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，５００円 ２，４００円 

 第１３階層 ３，７００円 ２，６００円 

 第１４階層 ３，９００円 ２，７００円 

 第１５階層 ４，１００円 ２，８００円 

 第１６階層 ４，４００円   

 第１７階層 ４，５００円 
２，９００円 ２，４００円 

 第１８階層 ４，７００円 

 第１９階層 ４，８００円   

 第２０階層 ５，３００円 

３，０００円 ２，５００円 
 第２１階層 ５，９００円 

 第２２階層 ６，５００円 

 第２３階層 ６，９００円 
 

３ 平成２７年度における短時間保育延長保育に係る特別保育料は、この条例による

改正後の第４条第１項及び別表第２の規定にかかわらず、徴収しない。 

 （墨田区保育所条例の一部改正） 

４ 墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「墨田区特別保育の実施に関する条例」を「墨田区特別保育の利

用に関する条例」に、「に規定する延長保育を実施する」を「及び第２号に掲げる

標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育を行う」に改める。 

  第６条の２第１項中「墨田区特別保育の実施に関する条例第２条第２号」を「墨

田区特別保育の利用に関する条例第２条第３号」に、「同条第５号」を「同条第６

号」に、「）の実施」を「）」に改める。 

 

（提案理由） 

 子ども・子育て支援法の制定による施設型給付制度の創設等に伴い、題名及び延長

保育料の額を改める必要がある。 


